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第2722号

平成27年10月６日　火曜日（847）

告 示
栃木県告示第476号
　平成27年度における自衛官候補生の募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和29年政令
第179号）第114条（同令第118条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により告示す
る。
　　平成27年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生（男子） 平成27年10月９日（金）～同年12月２日（水）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第477号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のと
おり定めたので告示する。
　　平成27年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 試 験 期 日 試 験 場 の 名 称 試 験 場 の 位 置

平成27年10月12日（月） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45
号

自衛官候補生（男子） 平成27年12月５日（土） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯
地 宇都宮市上横田町1360番地

平成27年12月６日（日） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯
地 宇都宮市上横田町1360番地

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第478号
　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第18条の規定に基づく第65回准看護師試験を次のとおり実
施するので、保健師助産師看護師法施行規則（昭和26年厚生省令第34号）第19条の規定により告示する。
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　　平成27年10月６日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　試験期日
　　平成28年２月14日（日）
２　試験場所
　　宇都宮市陽南４丁目２-１　栃木県立衛生福祉大学校
３　願書の提出期間
⑴　提出期間
　　平成28年１月４日（月）から同月８日（金）まで
　　（郵送の場合は、簡易書留にて平成28年１月８日（金）までの消印有効）
⑵　提出場所
　　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１-20
　　栃木県保健福祉部医療政策課看護職員育成担当　電話 028(623)3152
４　試験科目
　　人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、看護と倫理、患者の心
理、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護
５　受験資格
　　保健師助産師看護師法第22条各号のいずれかに該当する者（次のいずれかに該当する者）とする。
⑴　文部科学大臣の指定した学校において２年の看護に関する学科を修めた者（平成28年３月までに修業す
る見込みの者を含む。）
⑵　都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者（平成28年３月までに卒業する見込みの者を含
む。）
⑶　文部科学大臣の指定した学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短期大学を除く。）におい
て看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者（平成28年３月までに卒業する見込みの者を含む。）
⑷　文部科学大臣の指定した学校において３年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者（平成28年３月
までに修業する見込みの者を含む。）
⑸　都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者（平成28年３月までに卒業する見込みの者を含む。）
⑹　外国の保健師助産師看護師法第５条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国に
おいて看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が⑶から⑸に掲げる者と同等以上の知識及
び技能を有すると認めたもの
⑺　外国の保健師助産師看護師法第５条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国に
おいて看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、⑹に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に
従い、栃木県知事が適当と認めたもの

６　受験手続
　　試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。
⑴　第65回栃木県准看護師試験願書
⑵　第65回栃木県准看護師試験写真票・受験票
　　出願前６か月以内に脱帽して正面から撮影した縦６センチメ－トル、横４センチメ－トルの写真で、裏
面に撮影年月日及び氏名を記入したものを貼り付けること。
⑶　受験資格を証する書類
ア　５の⑴から⑸までのいずれかに該当する者は、当該学校又は養成所の修業証明書又は卒業証明書。修
業又は卒業見込みである者については、修業見込証明書又は卒業見込証明書とするが、平成28年３月４
日（金）午後５時までに修業証明書、卒業証明書又は卒業（修業）確定証明書のいずれかを提出するこ
と。また、卒業（修業）確定証明書を提出した者については、平成28年３月18日（金）午後５時までに
修業証明書又は卒業証明書を提出すること。修業証明書、卒業証明書又は卒業（修業）確定証明書がそ
れぞれの提出期限までに提出されないときは、試験結果のいかんにかかわらず当該者に係る試験を無効
とする。
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　　なお、出願書類を学校又は養成所で取りまとめる場合には、修業見込証明書又は卒業見込証明書は一
連名簿で提出しても差し支えない。
イ　５の⑹又は⑺に該当する者は、当該事実を証する書類の写し
⑷　戸籍謄本又は戸籍抄本（発行後６か月以内のもの）
　　外国人の場合は、在留カード、特別永住者証明書又は住民票の写し（出入国管理及び難民認定法及び日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の
法律（平成21年法律第76号）の経過措置により在留カードとみなされる登録証明書を含む。）とする。
⑸　その他別に定める書類
７　受験票の交付
　　出願書類を受理した後、受験資格があると認められた者については、本人又は学校若しくは養成所に受験
票を送付する。

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により大規模小売店舗の変更に関する届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及
び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成28年２月８日までに知事に意見書を提出す
ることができる。
　　平成27年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　たいらや自治医大店
　　下野市緑四丁目26番３外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　東京センチュリーリース株式会社
　　東京都千代田区神田練塀町３番地
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

開店時刻午前９時
閉店時刻午後９時45分

開店時刻午前９時
閉店時刻午後10時

平成27年11月１日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時30分から午後10
時

午前８時30分から午後10
時15分

４　届出年月日
　　平成27年９月28日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年10月６日
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,980円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数
発生の場所
又 は 区 域

発 生 年 月 日
経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 市貝町 平成27年９月25日 法令殺

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省関東
地方整備局日光砂防事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法
第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　空中写真測量
２　作業地域
　　大谷川流域（中禅寺湖直下流（中宮祠）から鬼怒川合流点（町谷）まで）
３　作業期間
　　平成27年８月21日から平成28年２月26日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────


